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　　マイナンバーカードに関する手続は予約制です
　マイナンバーカードに関する手続（申請、受取、電子証明書更新など）は住民課で

予約制にて行っています。

〔受付時間〕

　平日の午前９時から１１時まで、午後１時３０分から４時まで

　＊土曜日、日曜日、祝日は窓口を開設していません。

　　（夜間または休日窓口開設時を除く）

　＊予約をされずに来庁された場合、お手続きができなかったり、

　　お待ちいただく場合がありますので、ご注意ください。

　＊仕事や学校等で平日日中の来庁が難しい場合は、ご相談ください。

※予約・問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

　　マイナンバーカードの有効期限更新に関する大切なお知らせ

　マイナンバーカードにはカード本体と搭載されている電子証明書の２つの有効期限があります。有効期限

はマイナンバーカードを取得してから、カード本体は１０年目、電子証明書は５年目です。有効期限の２、

３か月前に国からマイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書（青色の封筒）がご自宅へ届きます。

お早めに更新のお手続きをお願いいたします。

＊有効期限の３か月前から手続き可能です。

○マイナンバーカードを取得して５年目の方

ＩＣチップ内の電子証明書の更新

有効期限が切れてしまうとマイナンバーカードを利用した様々なサービス（確定申告（e-TAX）やマイナポー

タル、マイナ保険証など）を利用できなくなります。ただし、マイナ保険証については有効期限が切れた日

から３か月は利用できます。

○マイナンバーカードを取得して１０年目の方

電子証明書や写真も含めたカード本体の更新

交付まで約１か月かかります。オンライン申請、街中の写真機での申請、郵送、住民課窓口で申請するこ

とができます。

＊未成年の方（１８歳未満）は５年でカード本体の更新が必要です。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２
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国民健康保険被保険者のみなさんへ医療費等通知書をお送りします

　国民健康保険被保険者のみなさんに、ご自身の健康と医療に対する認識を深めていただくとともに、診

療日数などの受診内容に誤りがないかをご確認していただくために、「医療費等通知書」を１２月中にお送

りします。

　この医療費等通知書は、主に令和６年１１月から令和７年６月の間に医療機関で受診されたものになり

ます。確定申告（医療費控除）の際に添付することで、令和７年１月から６月までの診療などについては、「医

療費控除の明細書」への記載を省略することができます。

　ただし、令和７年７月から１２月までの診療などについてはお持ちの領収書に基づいて別途「医療費控除

の明細書」を作成して申告書に添付していただく必要があります。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１９０

休日・夜間臨時納税窓口の開設について

　町では、休日・夜間臨時納税窓口を下記の日程で開設します。

　普段お仕事などの都合で納税ができない方、納税などに関するご相談がありましたら、この機会を是非

ご利用ください。

①休日臨時納税窓口

　〔日時〕１２月１３日（土）、２１日（日）の２日間　午前９時～午後５時まで

②夜間臨時納税窓口

　〔日時〕１２月１８日（木）、２３日（火）の２日間　午後５時１５分～午後８時まで

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１９０

年金のお知らせ
◇日本年金機構を装った不審なメールなどにご注意ください

　日本年金機構を装った不審なメールや偽サイトなどが確認されています。これらを発端に個人情報や金

銭を詐取される場合がありますのでご注意ください。

・メールで口座番号をお尋ねすることはありません。

・不審なメールはメールに記載のリンク先をクリックしないようにしてください。

◇「公的年金等の源泉徴収票」について

　日本年金機構では、老齢・退職を支給事由とする年金を受給している方全員に、「公的年金等の源泉徴

収票」を毎年１月中旬に順次送付しています。この書類は、税務署へ確定申告する際に必要となります。

　なお、障害年金と遺族年金は非課税のため、源泉徴収票はありません。

※「公的年金などの源泉徴収票」に関する問い合わせは、「ねんきんダイヤル」　☎０５７０－０５－１１６５

治助イモ生産者募集！

　町では、古くから脈 と々栽培されてきた治助イモの普及振興を図り、ブランド化を推進していくため、治

助イモの商標登録を行い多くの生産者にご協力いただき、種芋の増産を図っています。

　１０ｋｇを限度に種イモを貸し出し、収穫の際は貸し出した量の２倍の種を返却していただきます。余剰

分に関しては、消費していただくか、１ｋｇ４００円で買い取りをします。また、返却分の半分につきまして

も買取の対象となります。更なる治助イモの生産拡大により地域振興およびブランド化の推進を図るため、

治助イモの生産にご協力をお願いします。

※問い合わせは、観光産業課　☎８３－２２９５
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